
１．公共性と経済性を両立させることについて

提出されたご意見（要約） 市の考え

　市立総合病院は地域に必要な病院であり、その経営形態の変
更に際しては、市民のため、患者さんのために病院はあるとい
うことを第一に考えて検討しなければならない。

　市立総合病院は市民にとってかけがえのない病院であり、地
方独立行政法人（非公務員型）の特長を活かして、地域の中核
病院としての役割を果たしていってほしい。

　地域の中核病院である市立総合病院は市民にとって必要不可
欠のものであり、地方独立行政法人（非公務員型）の特長を活
かして、大牟田の誇りと思える病院にしてほしい。

　職員は公務員であり、危機意識が無く、モチベーション（や
る気）も低いため、民間的経営手法の導入が必要である。市と
しての公共性が担保されつつ継続的に安定した病院経営を目指
すべきである。

　病院を残すために、その役割である公共性を維持しつつ、民
間的経営手法を取り入れた効率的な経営が必要になると思う。

　市の財政状況が厳しい中にあっても地域に必要な市立総合病
院を継続するためには、効率的な経営が必要になると思う。

　市の財政状況に左右されることのない安定した経営基盤の確
立が急務である。医師や看護師などの医療従事者の確保のた
め、柔軟な対応が可能となる地方独立行政法人（非公務員型）
に早急に移行すべきである。

　市民のための、安心できる病院の継続を希望する。行政とし
ての責任を果たすことができるようにしてもらいたい。

　救急医療をはじめ、市民にとって必要不可欠な市立総合病院
において診療科の廃止や休院などの医療崩壊があってはなら
ず、そのためにも安定して継続される経営形態の検討を行うべ
きである。

　地域に必要な質の高い医療を今後とも継続して提供していくため
に、安定的かつ持続可能な経営基盤を確立する必要があること、議
会や行政の一定の関与により公共性と経済性を両立させること、病
院経営にあたっては自主性、迅速性、柔軟性をより発揮することが
必要であること、以上の観点から市立総合病院の経営形態の変更の
検討を行ってきました。
　これらの検討結果を踏まえつつ、今後も議論を重ねていく中で、
平成２２年４月に地方独立行政法人（非公務員型）へ移行し、迅速
性や柔軟性などその特長を最大限に発揮できる病院を目指していく
こととします。



２．経営改善と経営形態について

提出されたご意見（要約） 市の考え

　現時点では、地方独立行政法人（非公務員型）の制度は歴史
が浅く検証できない。長年の実績のある地方公営企業法の全部
適用によって真の経営を実践してみるべきである。

　国の独立行政法人の情勢や病院たらい回しの問題などがある
中では、地方公営企業法の全部適用での運営により、市長が責
任をもった病院を希望する。

　３年連続の黒字であり経営形態を変更する必要はない。医療
崩壊が叫ばれる中、公立病院の役割は重要である。経営改善に
対する努力は必要であるが、まずは今出来ることをすべて取り
組むべきである。

　ほとんどの公立病院が赤字の中で、市立総合病院は全国でも
稀な黒字経営である。経営形態を変更しても、いま以上の経営
改善の余地はないと思う。

　年齢の若い世代では給料が民間より低いため応募が少なく、
年齢の高い世代では退職が相次いでいると聞く中で、人件費を
安く抑えるための経営形態の変更であるならば、その必要はな
い。

　市立総合病院の経営形態の変更の検討にあたっては、地域の中核
病院として良質で高度な医療を提供し続けていくためには、持続可
能な経営基盤の確立が必要であるとの考えに基づいています。
　地域医療における当院の役割を今後とも果たし続けていくため
に、職員にとって働きがいがあり、働きやすいと思える職場環境づ
くりを目指すという観点にたって検討してきました。引き続きこの
観点についての検討も重ねていきます。

３．行政としての責任や議会の監視機能について

提出されたご意見（要約） 市の考え

　市長が任命する理事長に責任と権限が付与されるとなってい
るが、市民の代表である議会の監視機能は十分に果たされるこ
とになるのか、また公務員でなくなり採算性のみを重視した経
営になることへの不安がある。

　医療崩壊が深刻な社会問題となる中で地域の中核病院である
市立病院は行政が直接責任を持つ形での経営をしなければなら
ない。

４．非公務員となることの影響について

提出されたご意見（要約） 市の考え

　経営形態の変更は職員にとって大きな不安であり、大量退職
の事態ともなれば病院経営は成り立たなくなり、地域において
医療崩壊を生じることとなる。

　重要なことは、市民にとって必要な市立総合病院が継続する
ことであり、公務員身分に拘わることなく、安定的に継続され
るための経営形態を希望する。

　看護師不足が問題となる中、その募集にあたっては公務員と
いう安定した職業が利点となることもあるのではないか。

　地方独立行政法人（非公務員型）化すれば、公務員制度から外れ
ることとなり、看護師等の医療技術職員の定数や採用において柔軟
で臨機応変かつ迅速な対応をとることが可能となります。
　また、給料体系についても、資格や職責に応じた制度を構築する
ことにあわせて、病院の業績に連動した基準を設けることで、やり
がいと責任のある人事制度を検討し、民間と比べて若年層において
は低く、高齢層においては高くなっている給料体系を実勢にあわせ
た制度等を構築することで求職者にとって魅力のある病院となるこ
とを目指していきます。

　大牟田市立総合病院経営形態検討委員会から答申して頂きました
「大牟田市立総合病院の今後の経営形態に関する提言」を踏まえ検
討した結果、地方公営企業法の全部適用においては、意思決定の迅
速性や柔軟性に一定の限界があり、改善の事例も少ないという結論
に達したところです。
　今後も引き続き、地域に必要な良質で高度な医療を提供し続けて
いくために、経営形態の変更について検討を進めているところで
す。

　地域の中核的病院として、良質で高度な医療を提供し続けていく
ためには、機動性、柔軟性、効率性を発揮し、安定した経営基盤の
確立が求められているところです。地方自治法や地方公務員法の制
約を受けることや病院職員も市の職員定数の枠に入る中では、臨機
応変な人員配置は非常に困難であり、また民間的経営手法の実践が
困難であると判断しました。
　柔軟で臨機応変な対応が必要である病院経営において今後の医療
環境を取り巻く状況は決して楽観視できず、黒字基調のこのとき
に、当院の地域における役割である地域医療水準の維持、向上のた
めに経営形態を変更する必要があると考えています。

　病院の経営方針である中期目標を市が示し、これに基づき法人が
中期計画を策定しますので、市（行政）の主体性が確保されるとと
もに、責任をもつこととなります。この中期目標、中期計画につい
ては、議会の議決が必要であり、事業報告についても議会へ報告す
ることとなります。また、毎年度の業務実績や財務諸表等について
は、市長の承認と公表が必要となるなど、行政や議会の主体的な関
与が法で定められています。

　地方独立行政法人（非公務員型）の設立をもって基本的に現職員
はそのまま移行することとなります。これまで地域医療の充実に携
わってきた職員が引き続き法人へ移行することで公務員ではなくな
るものの、市が１００％出資して設立する病院であり、公共性や公
益性が非常に高い業務であることに変わりはありません。職員に
とって働きがいがあり、働きやすいと思える職場環境づくりを目指
すことで、現職員が法人へ円滑に移行することを目指し、人員流出
による地域医療の停滞を防ぐこととしています。
　また、給料体系についても、資格や職責に応じた制度を構築する
ことにあわせて、病院の業績に連動した基準を設けることで、やり
がいと責任のある人事制度を検討していきます。



５．採算性について

提出されたご意見（要約） 市の考え

　民間的経営手法を取り入れた病院経営になれば、採算性を重
視するあまり、母子医療などのいわゆる不採算部門が切り捨て
られることになるのではないかと心配する。

　小児科医や産婦人科医の不足が深刻な問題となっている中で
あり、地方独立行政法人（非公務員型）のメリット（利点）を
十分に発揮し、地域でその役割を果たすことを希望する。

６．職員給について

提出されたご意見（要約） 市の考え

　公務員のまま暫くの間は給料カットを継続し、経営状況の改
善を図ってみてはどうか。まずは職員給を民間並みの水準とす
ることも１つの方策ではないか。

　公務員では仕事をしてもしなくても年齢とともに給料は上
がっていくと聞いている。そのような感覚では頑張っている職
員もやる気をなくしてしまい、病院経営にとって悪影響を及ぼ
すこととなる。

７．その他

提出されたご意見（要約） 市の考え

　経営形態検討委員会の提言では指定管理者制度の導入が第一
にあげられているにもかかわらず、公募もなしに地方独立行政
法人（非公務員型）を選択した市の判断は納得できない。

　指定管理者制度の導入に際しては、移行時に職員の退職を伴うた
め、退職金の用意が必要となることや一時的にしろ人員不足による
医療機能の低下が危惧されるところです。
　また、引き受け先の選定にあたっては慎重を期す必要があり、現
実的には開院当時からの主な医師の派遣元である久留米大学に限ら
れることとなります。非公式ながらその打診をしたところ、引き受
ける余裕はないとの回答を得たところです。
　更に、市の財政状況からすると、計画的な医療機器の更新や建物
の増改築が必要となった際に一定の負担を求めざるを得ないことと
なります。
　以上のような検討過程において、現状では指定管理者制度の導入
は困難であると判断しました。

　公立病院としての理念や使命が問われており、形態の変更は
医療行政とは一体なんであるかという根本的な問題の１つであ
り、真の市民との協働、これからの地方自治のスタートとして
の観点での議論を希望する。

　市立総合病院は、大牟田市を中心とする有明保健医療圏における
急性期医療の中核病院として良質で高度な医療を提供していくとと
もに、地域医療水準の向上に努めつつ、市民の皆さんに愛される病
院を目指し運営に取り組んでいます。
　最近、コンビニ受診と呼ばれる、緊急性のない軽症の場合でも、
診療を行っていない夜間の時間帯などの救急外来受診や救急車を自
家用車代わりにした安易な利用などが問題となっています。このよ
うなことが増えることにより、重症の場合の対応や急変に対する処
置が困難になることや医療従事者側の疲弊により医療崩壊の一因に
も挙げられています。
　こうしたことについても今後は積極的に周知や広報を行い、市民
の皆さんが安心できる病院を目指していくこととします。地域医療
における役割を果たし続けていくためには、病院の努力はもちろん
のことですが、なにより市民の皆さんのご理解とご協力が不可欠で
あると考えています。

　医療崩壊による社会不安が問題となる中で、命や健康の大事
さを第一に考えるべきだあり、市の財政状況が厳しいという観
点のみで市立総合病院の経営形態を変更することはあってはな
らない。

　市立総合病院は開院以来、地域の中核病院として、地域医療の水
準の維持、向上に努めてきました。昨今のめまぐるしい変化を遂げ
る医療をとりまく環境に迅速かつ柔軟に対応することで、今後もそ
の役割を果たし続けることとしています。
　経営形態の変更の検討は、今後も地域の優良な社会資産として病
院を残していくためには安定した経営基盤の確立が必要となること
から、公共性と経済性の両立が可能となるための観点から検討を重
ねてきたところです。

　経営形態がどのようなものであるかは関係がない。市民が安
心できる病院が継続されることを希望する。

　市立総合病院は開院以来、地域の中核病院として機能を果たして
きました。
　今後もその役割を更に充実させていき、市民の皆さんが安心でき
る病院づくりを目指していきます。

　２年毎に行われる診療報酬の改定や医療環境を取り巻く情勢に迅
速かつ柔軟に対応するためには、必要となる人員をいかに確保し、
いかに配置するかが重要です。
　地方自治法や地方公務員法の制約を受けることや病院職員も市の
職員定数の枠に入る中では、臨機応変な人員配置は非常に困難であ
ると考えています。
　経営形態の変更の際には、人員流出による地域医療停滞を招くこ
とのないように、現職員は基本的にそのまま円滑に移行することと
しています。
また、給料体系についても、資格や職責に応じた制度を構築するこ
とにあわせて、病院の業績に連動した基準を設けることで、やりが
いと責任のある人事制度を検討していきます。

　市立総合病院の地域における役割である、救急医療、母子医療、
がん診療は今後も充実させていくこととしています。このために
も、専門医師や専門資格を有した看護師など人員体制の充実を図り
つつ、地域医療水準の維持、向上に努めることとしています。


